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ご依頼

この度は受付のご連絡を頂きありがとうございました。当方をいたしましても

嬉しく思います。何点か素朴な疑問がありますのでご回答いただけると助か

ります。先に入谷氏の対応につきまして、また、小田原労働基準監督署の対

応について文書にて説明させて頂きました。小田原労働基準監督署と箱根

町を通して労災申請を行う上で手続きに関して親切に対応する必要は法的

にはない事は以前の文書でも触れさせて頂きました。ただ、法的に善意と悪

意として入谷氏は労災申請について時効がある事を知っていながら申請そ

のものの妨害を受けたという認識です。それに対しての対処としては国家賠

償訴訟等に訴えるしかないのでしょうか？


